
福祉事業（外科後処置・アフターケア）申請書 

〔注意事項〕 

1 申請者は、*印の欄には記入しないこと。また、該当する□にレ印を記入すること。 

2 新たに外科後処置等の福祉事業を受けようとする場合は、当該福祉事業の実施を認める旨の医師等の証

明書を添付すること。 

3 「3 費用の受領委任」の欄は、診療に当たった医療機関等、調剤に当たった薬剤師若しくは薬局又は訪

問看護のみを行った訪問看護事業者に費用の受領を委任しようとする場合のみ記入すること。 

4 「6 看護料」及び「7 移送費」については、訪問看護の場合を除き、費用の領収書又はこれに代わる

証明書及び明細書を添付すること。 

5 「8 上記以外の診療費」の欄には、入院料に食事代を含まない場合の食事料及び「4 診療費」に含ま

れない療養に必要な治療材料の名称、数量及び費用を記入し、その領収書及び明細書を添付すること。 

6 「*13医師の証明」の欄の記入に代えて同様事項を記載した医師等の証明書を添付してもよいこと。 

7 「*14 薬剤師の証明」の欄の記入に代えて同様事項を記載した薬剤師の証明書を添付してもよいこと。 

8 「*15 訪問看護事業者の証明」の欄の記入に代えて同様事項を記載した訪問看護事業者の証明書を添付

してもよいこと。 

9 年月日の記載には元号を用いる。 


